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第
一
章

千子

政

昭
和
三

O
年
三
月
=
二
日
の
合
併
以
来
「
村
民
融
和
」
を
村
是
と
し
て
、

数
々
の
新
村
建
設
計
画
を
樹
立
し
て
、

着
実
に
実
行
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

よ
り
充
実
し
た
住
み
よ
い
村
守
つ
く
り
の
た
め
に
、
昭
和
五
七
年
七
月
多
く
の
村
民
の
声
を
反
映
し
て
、

飛
躍
す

る
村
の
象
徴
と
し
て
、
美
川
村
庁
舎
を
山
紫
水
明
の
地
に
新
築
し
た
。
極
め
て
厳
し
い
情
勢
下
に
あ
る
農
林
業
の
振
興
策
と
し
て
、

農

林
道
の
整
備
促
進
を
図
り
な
が
ら
、
複
雑
化
す
る
社
会
の

ニ
l
ズ
に
確
実
に
対
応
し、

き
め
細
か
い
住
民
サ

ー
ビ
ス
に
努
め

「文
化
の

里

ス
キ
!
と
茶
の
村
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
明
る
い
豊
か
な
村
づ
く
り
」
の
た
め
の
歩
み
を
続
け
て
き
た
。
以
下
項
目
を
分
け
て
、
さ

き
に
発
刊
さ
れ
た
「
美
川
村
誌
」
に
続
く
そ
の
後
の

一
O
年
の
歩
み
を
た
ど

っ
て
み
た
い
。

第

一
節

役

政

村

長

昭
和
三

O
年
三
月
=
二
日
を
期
し
て
、
弘
形
、
仕
七
川、

中
津
の
二
か
村
半
の
合
併
に
よ
り
美
川
村
は
力
強
く
産
声

行

を
上
げ
た
。
四
月
一
七
日
、
新
村、

村
長
選
挙
が
行
わ
れ
、
初
代
村
長
と
し
て
土
居
通
栄
が
就
任
す
る
。
昭
和
三
四
年
四
月
の
改
選
に
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当
た
り
、
新
谷
優
が
当
選
し
第
二
代
の
村
長
に
就
任
、
そ
の
後
昭
和
三
八
年
、

四
二
年
、
四
六
年
の
村
長
選
挙
は
い
ず
れ
も
新
谷
優
の

無
投
票
当
選
で
四
期
に
わ
た
り
村
政
を
担
当
、
美
川
村
の
基
礎
守
つ
く
り
に
貢
献
さ
れ
た
。
昭
和
五

O
年
四
月
の
選
挙
に
よ
り
天
野
登
が
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就
任
、
昭
和
五
四
年
、
五
八
年
と
三
販
の
村
政
を
担
当
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
新
鋭
機
敏
の
天
野
村
政
の
活
躍
に
期
待
が
寄
せ
ら
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れ
る
。村

長
の
権
限
は
村
を
統
轄
し
て
こ
れ
を
代
表
す
る
と
と
も
に
団
体
の
事
務
及
び
機
関
委
任
事
務
の
管
理
執
行
権
、
規
則
制
定
権
、
職

員
の
指
揮
監
督
権
、
職
員
の
任
免
権
、
組
織
権
な
ど
幅
広
い
権
限
を
持

っ
て
い
る
。

助

f支

村
長
の
最
高
の
補
佐
機
関
で
あ
る
助
役
は
村
長
を
補
佐
し
、
そ
の
補
助
機
関
で
あ
る
職
員
の
担
任
す
る
事
務
を
監
督

し
村
長
の
職
務
を
代
理
す
る
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
助
役
の
任
期
は
四
年
で
あ
り
、
村
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。
昭
和
三

O
年
八
月
初
代
助
役
に
、
高
橋
末
吉
が
就
任
、
二
代
渡
部
一
加
、
三
代
猪
上
正
度
、

四
代
山
下
停
三
郎
が
そ
れ
ぞ

れ
助
役
と
し
て
一
期
を
勤
め
た
が
、
昭
和
四
六
年
八
月
再
度
山
下
停
三
郎
が
選
任
、
五
代
助
役
と
し
て
就
任
さ
れ
、
昭
和
五
二
年
八
月

ま
で
業
務
を
遂
行
す
る
。
昭
和
五
二
年
九
月
に
、
七
代
助
役
と
し
て
小
田
原
英
雄
が
選
任
さ
れ
昭
和
六

O
年
八
月
ま
で
、
二
期
を
勤
め

ら
れ
天
野
村
政
に
大
き
な
業
績
を
残
さ
れ
た
。

昭
和
六

O
年
九
月
大
野
和
男
が
、

九
代
助
役
と
し
て
就
任
し
、

現
在
に
至
っ
て
い

る。
収

入

f支

収
入
役
は
現
金
の
出
納
、
保
管
、
そ
の
他
会
計
事
務
を

つ
か
さ
ど
り
、
そ
の
事
務
の
執
行
に

つ
い
て
は
独
立
し
た
権

限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
選
任
方
法
は
助
役
と
同
じ
く
、
村
長
が
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
し
任
期
は
四
年
で
あ
る
。
昭
和
三
一

O
年
八

月
初
代
収
入
役
に
正
岡
悦
次
郎
が
就
任
一
期
を
勤
め
、
任
期
満
了
と
と
も
に
再
任
、
二
代
収
入
役
と
し
て
就
任
し
た
が
、
昭
和
三
六
年

五
月
に
退
職
、
後
任
に
、
猪
上
正
度
が
選
任
、
三
代
収
入
役
と
し
て
残
任
期
間
を
勤
め
る
。
昭
和
三
八
年
八
月
四
日
、

四
代
収
入
役
に

田
野
正
弐
、
昭
和
四
二
年
八
月
、

五
代
収
入
役
に
土
居
敏
雄
、
昭
和
四
六
年
八
月
、
六
代
収
入
役
に
長
岡
道

一
、
昭
和
五
六
年
九
月
七

代
収
入
役
と
し
て
大
野
和
男
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
た
。
昭
和
六

O
年
九
月
三

O
日、

一
O
代
収
入
役
と
し
て
中
山
義
正
が
選
任
さ
れ



政
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f丁第 l章

選挙有権者数

投所数票個
有 f信 者 数

考 i年 ~Ij 備

男 女 5十

昭和50年 12 1，530 1，748 3，278 9月 1日現在 ! 
I! 51年 I! 1，523 1，716 3，239 1/ 

I! 52年 I! 1，491 1，699 3 190 1/ 

I! 53年 I! 1，471 1，672 3， 143 1/ 

I! 54年 I! 1，453 1， 614 3，067 1/ 

I! 55年 I! 1，437 1， 592 3，029 1/ 
? 

I! 56年 I! 1，429 1，575 3，004 1/ 

I! 57年 I! 1，411 1，543 2，954 1/ 

I! 58年 I! 1， 406 1，542 2，948 1/ 

I! 59年 I! 1，387 1，502 2，889 1/ 

I! 60年 I! 1，371 1，486 2，857 1/ 

現
在
に
至
っ
て
い
る
。
天
野
村
政
に
、
新
進
気
鋭
の
二
役
が
登
用
さ
れ
行

政
に
対
す
る
基
盤
態
勢
が
強
化
さ
れ
た
。

第
二
節

各
種
委
員
会

昭
和
二
二
年
公
布
の
地
方
自
治
法
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
一
つ

の
機
関
が
多
く
の
権
限
を
掌
握
す
る
こ
と
を
避
け
、
こ
れ
ら
の
行
政
事
務

を
諸
種
の
独
立
し
た
機
関
に
分
担
さ
せ
る
た
め
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監

査
委
員
の
設
置
を
規
定
し
た
が
、
そ
の
後
こ
の
制
度
は
拡
充
さ
れ
て
、
教

育
、
公
平
、
固
定
資
産
評
価
審
査
、
農
業
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
は
地
方
自
治
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
従
来
都
道
府
県
知
事
お
よ
び
市
町
村
長
に
属
し
て
い
た
選
挙
事
務
の

管
理
執
行
に
関
す
る
権
限
を
、
首
長
公
選
制
に
伴
い
都
道
府
県
知
事
、
市

長
村
長
か
ら
独
立
し
て
公
正
に
執
行
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

る。

委
員
の
定
数
は
四
名
で
議
会
に
お

い
て
選
挙
さ
れ
そ
の
任
期
は
四
年

で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
国
、
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
選
挙
に

関
す
る
事
務
を
管
理
し
て
い
る
が
そ
の
事
務
は
複
雑
多
岐
に
わ
た
り
広
範

5 



美
川
村
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及
び
補
充
員
名
簿

西 坪
委

谷 内
F口 l 

利 益

夫 美
長

上 坂 坪 大 高 土
委

fMJ 本 内 E予 橋 j舌

主~ Aナ以セL 正 正 寿

寿 正 美 美 直 次
員

窪 高 土 西
?雨

手口
橋 居 田 充

久
委

ぎ長
正ιL王I 義 孝

兼 制主 明 一
F口 l 

六五六五六五六五 五五五五五五
任三 九 三九 三九三九 九一 九一 九一

九九九九九九九 九 九五九九九五

一一一一一一一一 一一一一一一一一一一 一 一 一一 一一一一一一 }羽四五四五四五四五 五四五四五四

歴
代
監
査
委
員

学

経

選

出

議

会

選

出

選

任

年

月

日

五
O
、
四
、
三
O

五
二
、
九
、
二
八

五
回
、
四
、
三
O

五
六
、
九
、
二
八

五
七
、
四
、
一ニ
O

六
O
、
九
、

二
八

土

1専

隆

11皮

{漆

!崎

優

土

11皮

博

隆

{篠

i奇

優

野

正

三t

田

{際

|崎

優

任
期
満
了
又
は

退

任

年

月

日

五
四
、
四
、
ニ
九

五
六
、
四
、

二
七

五
八
、
四
、
二
九

六
O
、
九
、

二
七

六一

、
四
、
二
九

六
三
、
九
、
二
七

な
事
務
が
委
譲
さ
れ
て
お
り
委
員
の
手
に
よ
っ
て
処

6 

理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
た
め
職
員
を
も
っ
て
対

処
し
て
い

る
。
昭
和
四
一
年
に
「
美
川
村
選
挙
管
理

委
員
会
規
程
」
を
制
定
し、

そ
の
組
織
、
会
議
、
委

員
長
の
職
務
権
限
、
書
記
の
職
務
、
文
書
の
処
理
閲

覧
、
告
示
の
方
法
、
公
印
等
の
事
項
を
定
め
、
選
挙

の
公
正
化
に
努
め
て
い
る
。

監
査
委
員

監
査
委
員
は
長
の
指
揮
監
督
の
外
に

あ
る
監
査
機
関
と
し
て
必
置
性
の
も
の
で
あ
る
。
長

が
議
会
の
同
意
を
得
て
議
員
及
び
学
識
経
験
者
の
中

か
ら
選
任
さ
れ
る
。

業
務
と
し
て
は
地
方
公
共
団
体

の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
、
及
び
経
営
に
か
か

わ
る
事
業
の
管
理
を
監
査
す
る
。

昭
和
三
二
年
美
川
村
監
査
委
員
条
例
を
制
定
し
て

委
員
数
を
二
名
と
し
要
求
又
は
請
求
に
よ
る
監
査
の

執
行
審
査
意
見
の
報
告
、監
査
の
時
期
、
結
果
の
報
告

通
知
文
は
公
表
等
の
諸
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。



教
育
委
員
会

教
育
委
員
会
は
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
を
管
理
し
学
校
の
組
織
編
制
、
教
育
課
程
、
教
科
書
そ
の
他
の
取
扱
い
及

び
教
育
職
員
の
身
分
に
関
す
る
事
項
、

表
で
記
述
す
る
。

公
平
委
員
会

ま
た
社
会
教
育
、
学
術
、
文
化
に
属
す
る
事
務
を
管
理
執
行
す
る
。
教
育
行
政
の
内
容
は
、
別

公
平
委
員
会
は
地
方
公
務
員
法
の
制
定
に
伴
い
、
近
代
的
人
事
行
政
の
理
念
に
基
づ
く
行
政
を
推
進
す
る
た
め
地
方

公
共
団
体
の
専
門
的
な
人
事
行
政
機
関
と
し
て
置
か
れ
た
執
行
機
関
で
あ
る
。
昭
和
三
四
年
九
月
に
、

美
川
村
公
平
委
員
会
の
事
務
委

農
業
委
員
会

託
に
関
す
る
規
約
を
制
定
し、

愛
媛
県
人
事
委
員
会
に
委
託
し
て
い
る
。

従
来
の
農
地
委
員
会
、
及
び
農
業
調
整
委
員
会
が
統
合
し
て
、

新
し
く
農
業
委
員
会
と
し
て
、
再
出
発
す
る
こ
と
と

旧
村
別
に
あ
っ
た

委
員
会
を
統
合
し
て
、

工
っ
こ
0

4
i
，

中

i

本
村
で
は
昭
和
三
O
年
四
月
合
併
を
契
機
に
、

同
五
月
一
七
日

農
業
委
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
、

た。
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

美
川
村
農
業
委
員
会
と
し
て
、

公
選
委
員
一

O
名
を
選
出
、

計
二
二
名
を
も
っ
て
発
足
し

委
員
三
名
も
選
任
さ
れ
、

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
と
登
録
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
不
服
を
審
査
決

定
す
る
職
務
を
持
ち
、
そ
の
定
数
は
三
名
、
任
期
は
三
年
と
定
め
ら
れ

政

歴
代
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

名

一

選

任

年

月

日

一

茂
一
五

一
、
九
、
二
五

一

彦
一
五
二
、
九、

三
O
一

夫
一
五
三
、
九
、
三
O
一

信

一
五
六
、
九
、
二
九

一

氏
和森猪中

jjl木上野

吉正俊豊

r-
1T 第 1章

満
了
年
月
日

六
三
、
九
、

二
六

六
一
、
九
、

三
O

五
六
、
九
、
二
九

六
二
、
九
、
三
O

て
い

る
。
委
員
の
選
任
は
長
が
住
民
の
う
ち
村
税
納
税
の
義
務
が
あ
る

者
の
う
ち
か
ら
議
会
の
同
意
を
得
て
選
任
す
る
。
昭
和
三
八
年
四
月
地

方
税
法
第
四
三
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
美
川
村
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
条
例
に
よ
っ
て、

委
員
会
の
審
査
の
手
続
き
、
記
録
の
保
存
、

そ
の
他
審
査
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。
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特
別
職
報
酬
審
議
会

特
別
職
報
酬
審
議
会
は
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
村
長
の
諮
問
に
応
じ
自
治
体
の
特
別
職
、
議
員
報
酬

8 

等
の
額
に
つ

い
て
審
議
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
昭
和
四

O
年
二
一
月
美
川
村
特
別
報
酬
審
議
会
条
例
が
制
定
さ
れ
「
村
長
は
議
会

議
員
の
報
酬
の
額
、
村
長
、
助
役
、
収
入
役
の
給
料
の
額
に
関
す
る
条
例
を
議
会
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の

額
に

つ
い
て
審
議
会
の
意
見
を
聞
く
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
審
議
会
は
委
員
五
名
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り
、
事
務
は
総
務

課
に
お

い
て
処
理
さ
れ
て

い
る。

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
、
並
び
に
公
務
災
害
補
償
審
査
会

公
務
災
害
補
償
認
定
委
員
会
、
公
務
災
害
補
償
審
査
会
は
、
昭
和

四
二
年
八
月
公
布
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
(
法
律
第
二
二
号
〉
に
基
づ
き
、
木
村
で
は
同
年
一
二
月
非
常
勤
職
員
の
公
務
災

害
、
補
償
に
関
す
る
条
例
を
制
定
、
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
公
務
上
の
災
害
補
償
に
関
す
る
制
度
を
定
め
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

認
定
委
員
会
は
五
名
、
審
査
会
は
三
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
村
長
が
委
嘱
し
、
任
期
は
と
も
に
三
年
と

し
そ
の
事
務
は
認
定
委
員
会
は
公
務
災
害
補
償
認
定
に
関
し
、
審
査
会
は
公
務
災
害
補
償
の
審
査
に
関
し
て
そ
れ
ぞ
れ
事
項
を
担
任
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
四
三
年
三
月
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
よ
っ
て
そ
の
組

織
、
運

営
、
補
償
の
手
続
き
に
関
し
必
要
な
諸
事
項
が
定
め
ら
れ
た。

専

門

委

員

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
二
年
に
美
川
村
専
門
委
員
設
置
規
則
を
制
定
し、

そ
の
職
務
は
、
総
務
、
及

び
産
業
、
建
設
、
文
教
及
び
厚
生
に
関
し
て
調
査
す
る
。
そ
の
定
数
は
総
務
専
門
委
員
五
名
以
内
、
産
業
建
設
専
門
委
員
五
名
以
内
、

文
教
厚
生
専
門
委
員
四
名
以
内
と
定
め
て
い
る
。

専
門
委
員
は
専
門
の
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
中
か
ら
村
長
が
選
任
、
委
嘱
す
る
。

委
員
は
村
長
の
委
託
を
受
け
、
そ
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
調
査
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
要
の
都
度
臨
時
の
専
門

委
員
が
選
任
せ
ら
れ
、
村
長
の
諮
問
機
関
と
し
て

の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。



第
三
節

議

決

機

関

村

議

現
在
美
川
村
の
議
会
の
議
員
定
数
は
、
地
方
自
治
法
で
は
一
六
名
で
あ
る
が
、
昭
和
四
五
年

一
二
月
に
議
員
定
数
条

A
Q
一品

例
を
改
正
し
て
一

四
名
と
し
、

現
在
に
至

っ
て
い
る
。

定
例
会
の
開
催
回
数
に

つ
い
て
も
年
四
回
と
定
め
ら
れ
、
歳
入
歳
出
予
算
、
条
例
制
定
、
改
廃
は
も
ち
ろ
ん
、
村
政
の
重
要
な
事
項

に
は
す
べ

て
議
会
の
議
決
を
必
要
と
し
、
村
長
の
権
限
に
属
す
る
予
算
の
提
案
権
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
案
件
に

つ
い
て
発
議
権
を

持
っ

て
い
る
。

な
お
調
査
権

・
監
査
権
に
よ
り
、
村
の
行
政
事
務
に

つ
い
て
調
査
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
し、

委
任
事
務
に

つ
い
て
も
意
見
が
述

べ
ら
れ
る
な
ど
、
議
会
の
権
限
は
非
常
に
大
き
い
も
の
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は
二
十
年
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
の
で
省
く
。
た
だ
近
年

の
特
徴
と
し
て
、
中
央
の
政
治
、
特
に
臨
調
に
よ
る
行
政
改
革
に
伴

っ
て
、

各
機
関
団
体
か
ら
の
陳
情

・
要
望

・
請
願
等
が
非
常
に
多

く
な

っ
て
い

る。

政

委

A
Q
一品

議
会
に
お
け
る
審
議
を
容
易
に
し、

か
つ

慎
重
を
期
す
る
た
め
美
川
村
議
会
委
員
会
条
例
に
よ
っ
て
、

常
任
委
員
会

員

及
び
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
い

る
こ
と
は
前
回
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

行

特
別
委
員
会
と
し
て
、

毎
年
議
会
の
議
決
で
設
置
さ
れ
て
い

る
も
の
に
、
決
算
特
別
委
員
会
が
あ
り
、
年
度
ご
と
の
一

般
会
計

・
国

第 1章

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
・
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

・
老
人
保
健
特
別
会
計

・
し
尿

・
ご
み
処
理
事
業
特
別
会
計

・
観
光
事
業
特

別
会
計
が
、
村
民
の
た
め
に
有
効
適
切
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
を
、
監
査
委
員
と
は
別
の
立
場
か
ら
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
審
議
さ
れ
て
い
る
。

9 



務祉
吾n.
己又

同
州
団
自

問
問
問
凶

選
挙
管
理
委
員
会

監
査
委
員
会

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

係

「
人
事
、
給
与
、
予
算
、
財
産
管
理
、
公
営

戸
住
宅
、
消
防
、
選
挙
、
統
計
、
庶
務

市
町
村
計
画
、
広
域
行
政
、
地
籍
調
査

各
種
税
の
賦
課
、
徴
収

係

--ーヘ ，.--'-ーー、

園生国衛戸
民活民生籍
年保健
金護康住

保民
社民 険基
会生 、 本
福児水台
祉童 道帳

委
員印

鑑

保
健

:、

‘「
村
道
、
農
林
道
、
橋
梁
、
災
害
復
旧
、
各

官

l
戸
土
木
事
業
の
企
画
、
設
計
、
監
督
、
検
査

「
林
業
、
農
業
、
商
工
、
水
産
、

戸
産
業
振
興
、
林
業
機
造
改
善

観
光
事
業
及
び
開
発

「
県
単
団
体
、
農
道
整
備
事
業

一
農
村
総
合
整
備
モ
デ
ル
事
業

}
県
営
地
す
ぺ
り
対
策
事
業
、
災
害
地
す
べ

戸
り
防
止
施
設
補
修
事
業

金
銭
・
物
品
の
出
納
、
管
理

10 

第
四
節

行
政
事
務
機
構

合
併
当
初
の
行
政
事
務
機
構
は
村
長
事

務
部
局
に
総
務
、
税
務
、
厚
生
、
産
業
、
会

計
及
び
七
鳥
、
東
川
、
仕
出
を
管
轄
区
域

と
す
る
仕
七
川
支
所
、
黒
藤
川
、
沢
渡
を

行政機構図

管
轄
区
域
と
す
る
、

黒
藤
川
支
所
の
二
支

所
を
設
け
、
他
の
部
局
に
議
会
事
務
局
、

選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委

員
会
、
教
育
委
員
会
等
を
設
け
て
、
旧
村

の
職
員
を
そ
の
ま
ま
引
継
ぎ
事
務
を
行

っ

た
。
昭
和
=
二
年
三
月
一
一
一
一
日
に
は
支
所

を
廃
止
、
昭
和
四
六
年
五
月
、
課
の
設
置

条
例
の
改
正
を
行
い
、
総

務

課
、

住
民

課
、
産
業
建
設
課
、
企
画
課
と
し
た
。
企

画
課
は
新
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
村
行
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政
の
総
合
企
画
及
び
開
発
に
関
す
る
こ
と
、
並
び
に
国
土
調
査
に
関
す
る

」
と
を
業
務
と
す
る
。
翌
四
七
年
六
月
に
、
国
土
調
査
課
を
新
設
し
た
。

中継局舎

な
お
企
画
課
に
観
光
事
業
及
び
開
発
に
関
す
る
業
務
を
加
え
て
企
画
観
光

課
と
し
た
が
、

四
九
年
三
月
企
画
観
光
課
に
、
勧
業
の
業
務
を
配
し
企
画

産
業
課
と
改
め
、
従
来
の
産
業
建
設
課
を
建
設
課
と
し
と
も
に
発
足
し

た
。
更
に
昭
和
五
三
年
四
月
企
画
産
業
課
を
産
業
観
光
課
と
し
た
。
事
業

内
容
も
勧
業
係
を
、
商
工
産
業
係
に
改
め
る
。
昭
和
五
九
年
三
月
三
一

日
、
国
土
調
査
事
業
の
完
了
に
伴
い、

国
土
調
査
課
を
廃
止
し
た
。
国
土

調
査
の
残
務
整
理
と
し
て
総
務
課
に
配
し
て
事
務
を
行
う
。
そ
れ
ぞ
れ
各

課
の
態
勢
さ
つ
く
り
が
行
わ
れ
、
村
長
の
執
行
機
関
と
し
て

の
機
能
を
じ
ゅ

う
ぶ
ん
発
揮
で
き
る
陣
容
が
整

っ
た
。

基地局放送室

第
五
節

防

災

対

策

総
面
積
二
二
五

・
O
二
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
と
広
大
な
地
域
の
中
に
四

三
の
集
落
を
有
す
る
当
村
も
、
生
活
の
高
度
化
に
伴
い
、

警
察
、
消
防
、

救
急
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
保
安
シ
ス
テ
ム
の
拡
充
は
必
要
不
可
欠
な
も

11 



の
と
な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
過
疎
と
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
な
か
、
近
隣
も
遠
く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
、

各
戸

へ
の
情
報
伝
達
も
い
ま

12 

ま
で
の
回
覧
方
式
で
は
対
応
が
で
き
に
く
い
現
状
で
あ
る
。
農
林
業
関
係
に
つ
い
て
も
、

上
記
の
方
法
で
あ
る
と
数
日
間
も
回
覧
に
か

か
り
流
通
面
で
の
損
失
も
多
く
、
全
村
を
一
元
化
し
た
情
報
連
絡
施
設
が
是
非
と
も
必
要
と
な
っ
て
き
た
。
〈玉
村
を
一
貫
し
た
情
報
伝

達
の
方
法
と
し
て
情
報
無
線
シ
ス

テ
ム
の
一
元
化
を
図
り
緊
急
時
の
情
報
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、

停
滞
化
し
つ
つ
あ
る
農
林
業
の
振
興

を
図
る
た
め
に
情
報
伝
達
を
中
心
に
、
村
、

農
協
、
各
地
域
へ
の
敏
速
化
に
よ
り
、
利
便
性
の
向
上
と
安
定
し
た
住
民
生
活
の
確
保
に

努
め
る
た
め
、
昭
和
五
七
年

1
五
八
年
度
の
継
続
事
業
と
し
て
、

総
事
業
費
八
八

O
O万
円
を
投
じ
防
災
行
政
無
線
施
設
を
設
置
し
て

災
害
に
対
す
る
情
報
を
適
確
に
提
供
し
得
る
機
能
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
を
は
じ
め
、

各
種
の
伝
達
事
項
、
各
機
能
の
整
備
と
、
訓
練
、

強
化
に
よ
る
人
的
充
実
に
も
努
め
て
い
る
。
住
民
の
安
心
で
快
適
な
生
活
を
守
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
は
ひ
と
と
き
も
途
切
れ
る

こ
と
な
く
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

定
時
放
送
と
し
て
、

午
前
中
一
回
、
午
後
一
回
、
臨
時
放
送
は
災
害
発
生
時
等
に
緊
急
放
送
を
な
し
、
情
報
連
絡
を
徹
底
し
て
利
便

を
図
っ
て
い
る
。

主
要
構
造
物
に
つ

い
て

は
別
記
後
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

受
益
戸
数

¥内
農
林
家
戸
数

/非
農
林
家
戸
数 一

、
二
六
一

一戸

八
九
二
戸

農
林
家
率

七
0
・七

%
J

二
九

・
三
%
~

六
九
戸

非
農
林
家
率

主
要
構
造
物

子
局
施
設

一
局
(
遠
隔
制
御
装
置
に
よ
り
農
協
支
所

一
ケ
所
親
機
設
置
)

三
七
局
ハ
外
部
ス

ピ
ー
カ
ー
一
五
七
ケ
所
設
置
)

ね 付

親
局
施
設



同

戸
別
受
信
施
設

一
一
七
戸
(
戸
別
機
)

維
持
管
理
に
あ
た
っ

て
は
美
川
村
が
行
う
。

第
六
節

田了

村

計

画

昭
和
四
六
年
六
月
に
美
川
村
の
基
木
構
想
の
樹
立
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
総
合
開
発
と
住
民
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し

た
、
美
川
村
総
合
開
発
審
議
会
条
例
が
公
布
さ
れ
、
同
審
議
会
が
発
足
し
た
u

委
員
構
成
は
村
会
議
員
、
教
育
委
員
及
び

教

育

関

係

者
、
農
業
委
員
、
村
内
公
共
団
体
役
職
員
、
内
水
面
漁
業
代
表
者
、
民
生
委
員
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
部
落
長
又
は
組
長
、
学
識
経
験
者
の

中
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
三

O
人
で
あ
る
。
本
構
想
実
施
計
画
初
年
次
か
ら
一

O
年
経
過
(別
項
財
政
の
概
況
と
歳
出
面
の
主
な
概
要
)
で

記
述
に
基
づ
い
た
実
績
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
教
育
関
係
に
つ
い
て
は
、
旧
美
川
中
央
中
、

旧
仕
七
川
中
、

旧
黒
藤
川
中
各
三
校

の
統
合
問
題
で
は
地
域
住
民
と
の
折
衝
も
賛
否
両
論
、
粁
余
曲
折
依
然
難
行
を
来
し
た
が
、
村
長
の
英
断
と
議
会
、
地
元
役
員
、
そ
の

他
関
係
機
関
の
働
き
か
け
に
よ
り
よ
う
や
く
統
合
の
機
運
も
高
ま
り
長
年
の
懸
案
で
あ

っ
た
学
校
統
合
に
終
止
符
が
打
た
れ
よ
う
と
し

政

て
い
る
。
ま
た
広
域
観
光
時
代
の
幕
開
け
と
、
大
川
嶺
、

四
国
カ
ル
ス
ト
を
拠
点
と
し
た
自
然
保
護
と
調
和
の
と
れ
た
総
合
開
発
の

一

環
と
し
て
宿
舎
「
白
銀
荘
」
の
建
設
に
取
り
組
み
、
四
国
の
屋
根
に
ふ
さ
わ
し
い
観
光
レ
ク
リ
エ

l
シ
ョ
ン
基
地
と
し
て
完
成
を
目
指

/.:::': rr 

し
観
光
発
展
に
大
い
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
本
計
画
は
長
期
的
、
総
合
的
な
視
野
に
立

っ
た
美
川
村
の
総
合
開
発
事
業
が
住
民

第 1章

と、

民
間
団
体
の
協
力
の
も
と
に
着
実
に
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
過
疎
と
高
齢
化
の
時
代
を
迎
え
た
村
に
と
っ
て
実
に
喜
ば
し
い

限
り
で
あ
る
。
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赴 御
三
戸
警
察
官
駐
在
所

月

昭
和
五

O
年

H

五
一
年

H

五
二
年

五
三
年

五
五
年

五
六
年

五
八
年

I! I! I! I! 

手占，
d
T
4
 

年
三
月
二
五
日

四

月

一

日

四

月

一

日

四

月

一

日

八
月
二
一
日

八
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五
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第
七
節

治
安
と
消
防

警
察
官
駐
在
所
の
沿
革

昭
和
五

O
年
以
降
の
歴
代
駐
在
警
察
官
は
上
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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事
充
十

x
d
喜
d
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中
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年
度
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O
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五
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五五五五
九 七 二 O
年年年年

九四四二
月月月月

一一一 O
日日日日

大本浦森
喜 田田永
多

宗千信
登 ー 尋行

防

犯

対

策

万

九
三

五
七

六
一

六
八

九
八

一O
四

二

O
八

一
四
二

一
八
八

二
一
五

二
九
一

警

向t
回

内

三

O
二
九

一一一
六

三
八

四
二

三
五

七
九

五
八

六
七

四
六

五
二

七二一二四一 二一一
七 六六 O一八九一 O一 三

怯
岡
山

ふ
れ
川

ν

交
通
事
故
を
除
く

酒
類
焼
犯
、
自
動
販

売
機
荒
し
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政行

当
初
本
村
の
防
犯
相
談
所

長
は
五
名
を
も

っ
て
対
処
し

て
い
た
が
、

青
少
年
非
行
の

増
加
に
伴
い
昭
和
四
八
年

O
月
に
六
名
を
委
嫡
更
に
同

青少年剣道大会

四
九
年
一

O
月
に
一
名
を
増

員
し
て
現
在

二

一
名
を
も
っ

て
活
動
し
て
い
る
。
ま
た
防

犯
対
策
事
業
の
一

っ
と
し

て、

各
組
の
要
望
に
よ
り
毎

年
、
四

i
五
灯
の
防
犯
灯
が

村
の
一
部
助
成
に
よ
り
設
置

さ
れ

地
域
の
活
性
化
と
併

に
つ
い
て
も
、
毎
年
九
月
青
少
年
柔
剣
道
大
会
を
実
施
し
て
お
り
、

昭
和
五
九
年

一
O
月
に
は
第
三

O
回
目
の
剣
道
記
念
大
会
を
実
施

せ
て
「
青
少
年
非
行
防
止
」

第 1章

地
域
ぐ
る
み
の
非
行
防
止
に
努
め
て
い
る
。
成
績
は
次
表
の
と
お
り
。

し
他
町
村
と
の
友
情
親
善
試
合
も
盛
大
に
行
わ
れ
、
各
関
係
指
導
者
に
よ
り
健
全
育
成
と
犯
罪
の
な
い
明
る
い
村
会
つ
く
り
を
推
進
し
、

15 
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政
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rr 第 1章

交通事故統計

久万 警 察署管内 美 ) 11 村 内
年度

発生件数|死者数|傷者数 発生件数|死者数|傷者数

49 61 4 100 19 1 40 

50 50 1 94 10 。 26 

51 43 5 71 9 1 15 

52 63 3 121 14 。 27 

53 67 2 127 19 1 30 

54 59 4 86 9 1 10 

55 63 4 111 9 。 10 

56 49 4 76 8 。 10 

57 40 3 48 8 2 10 

58 44 2 71 13 。 27 

59 74 2 116 11 2 22 

交
通
安
全
対
策

ま
す
ま
す
、
肥
大
化
し
て
い
く
「
く
る
ま
社
会
」
に
対
応
し
、
安
全
で
住

み
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
た
め
、
交
通
安
全
対
策
は
、
避
け
て
通
れ

な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
村
の
車
の
保
有
台
数
は
一
五

一二
台
で
、
世
帯
二
一

二
八
、
人
口
三
四
五
六
人
、

一
戸
に
一
台
を
超
え
て
お
り
、
住
民
に
は
欠
か

せ
な
い
重
要
な
手
足
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
四

O
年
四
月
に
「
美
川
村
交
通

安
全
の
保
持
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
て
二

O
年
、
交
通
指
導
員
を
男
性

六
名
、
女
性
三
名
、

(
昭
和
五
三
年
〉
計
九
名
で
活
動
し
、
交
通
安
全
協
会

美
川
支
部
、
村
内
駐
在
所
、
各
関
係
機
関
と
緊
密
な
連
絡
を
と
り
、
春
夏
秋

の
交
通
安
全
運
動
期
間
中
、

ま
た
、
村
内
に
お
け
る
諸
行
事
開
催
時
に
は
参

加
を
要
請
し
、
子
供
や
、

お
年
寄
を
重
点
に
交
通
安
全
運
動
を
実
施
し
て

い

る
。
ま
た
郡
の
交
通
安
全
協
会
、
久
万
警
察
署
主
催
に
よ
る
交
通
安
全
対
策

の
一
環
と
し
て
自
転
車
競
技
大
会
(
郡
内
対
抗
に
よ
る
〉
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
昭
和
五
八
j
五
九
年
に
は
、
仕
七
川
小
学
校
か
ら
母
と
子
の
安
全
な
自

転
車
の
乗
り
方
競
技
大
会
に
出
場
し
優
秀
な
成
績
を
収
め
る
な
ど
交
通
安
全

に
努
め
て
い
る
。

17 



交通安全運動

18 

消防団出初式

今
後
は
、
県
下
及
び
全
国
的
組
織
と
な
っ
た

「交
通
安
全
母
の
会
」
は
未
結
成
で
あ
る
が
、
木
村
も
結
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

四

山円
斗

t

防

昭
和
五
七
年
団
員
削
減
に
よ
り
、
三
二
四
名
か
ら
二
四
二
名
と
八
二
名
の
移
動
が
あ
っ
た
。



第 1章 行 政

第三分団 第 二 分団 第一分団
本

メ計lコ〉、
百十

四 = 一 一 六五四三二一 四=一一

部部部部 部部部部部部 部部部部 部
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一 五 |九五一 一 |。 二 O九 四 四六五九 一 数

ポ

ン

一 一
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九 ブL !二 三四 一 七 一一一 一 数-圃圃圃圃圃圃. - ・. -・‘ ー・・・・・咽. 一 一一

積

i依

五 一 一 一 一 一 一 一 一 車一

二~ 黒藤)11大谷 東川、 東古味 七鳥、みHのl 黒宍中 尾貝 枝代有本 梨下中、
役 ポ

ン

長崎上組木 中村 一、 長瀬、城筒 フ。

沢渡 程野 下ノ

中、藤社 水押 西古味竹苔 仕出 配

栄重上 成
場 置
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第
八
節

庁
舎
・
農
業
改
善
セ
ン
タ
ー

庁
舎
セ
ン
タ
ー

昭
和
三

O
年
三
月
=
二
日
、

旧
弘
形
村
、
仕
七
川
村
、
及
び
中
津
村
の

一
部
を
、
町
村
合
併
促
進
法
に
よ
り
合
併

し
て
、

美
川
村
が
誕
生
し
た
。

同
年
七
二

O
万
円
を
か
け
、
二

O
O
坪
の
庁
舎
が

二

一
月
二

O
日
に
竣
工
し
、
昭
和
四
五
年
六
月
に
二
六

一
万
円
を
計
上
し
、
九
一

坪
を
増
築
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
六
年
老
朽
化
し
た
た
め
、
新
庁
舎
建
設
に
と
り
か
か
り
昭
和
五
七
年
七
月
二
四
日
、
約
三
億
八
六

0
0万
円
を
か
け
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
四
階
建
て
の
庁
舎
が
新
築
さ
れ
た
。

集
会
所
も
、
昭
和
三
三
年
新
市
町
村
建
設
促
進
法
の
適
用
を
受
け
、
四
六

O
万
円
で
、
翌
年
四
月
に
完
成
し
た
。
社
会
教
育
な
ど
あ

政

ら
ゆ
る
方
面
で
活
用
さ
れ
て
い
た
が
、
老
朽
化
し
た
た
め
昭
和
五
六
年
に
取
り
壊
さ
れ
同
じ
と
こ
ろ

へ
、
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ

ー
と

し
て
、

約
三
億
二
八

O
O
万
円
を
か
け
昭
和
五
七
年
七
月
二
四
日
竣
工
を
見
た
。

行

そ
の
ほ
か
、

森
林
組
合
、
商
工
会
、
漁
業
組
合
の
団
体
事
務
所
が

(事
業
費
〉
五
四
八
九
万
円
を
か
け
竣
工
を
み
た
。

い
ず
れ
も
、

第 1章

御
三
戸
の
絶
景
を
背
に
位
置
を
定
め
、
住
民
に
親
し
ま
れ
る
施
設
と
し
て
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
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庁舎及び農村改善センター全景

総
務
t

漁
師
務

叩
議
時
簸
輔
、

6
 

h
時

間
割
醐

閉
山
留
ヨ

輯
醐

錦
織
内

総
説

滋
樹

硲
織

l
指
針

範
軍

議

、注総輔
副

銭

似
拠

能
醐

醐
総

帥
帥

1w

稿
鞠

団体事務所
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第
二
章

財

政

第
一
節

財
政
の
概
況

財
政
の
概
況
と
歳
出
の
主
な
概
況

美
川
村
の
決
算
を
見
て
、
昭
和
四
九
年
以
降
も
、

全
体
を
通
じ
て
言
え
る
こ
と
は
毎
年
黒
字
決

算
で
あ
る
こ
と
、

村
税
も
毎
年
一

O
パ
ー
セ
ン

ト
程
度
の
伸
び
を
示
し
て
い

る
も
の
の
歳
入
全
体
で
は
、
わ
ず
か
五
パ

ー
セ
ン

ト
程
度

に
す
、
ぎ
ず
、
収
入
の
主
た
る
も
の
は
依
然
と
し
て
地
方
交
付
税
で
あ
る
。
ま
た
村
債
の
伸
び
も
急
激
な
も
の
が
あ
り
歳
入
財
源
の
大
き

な
柱
と
な
っ
て
い

る
が

一
方
歳
出
面
で
公
債
費
が
大
き
く
膨
れ
て
い
る
。
建
設
事
業
を
継
続
し
て
、

村
の
活
性
化
を
図
っ
て
ゆ
く
た

め
に
は
、
村
債
の
借
入
は
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
う
し
た
公
債
費
の
著
し
い
増
加
が
主
た
る
要
因
と
な
っ

て
義
務
的
経
費
の
歳
出
総
額
に

占
め
る
割
合
が
上
昇
す
る
な
ど
、
財
政
の
硬
直
化
が
見
え
始
め
た
こ
と
は
、
行
財
政
の
見
直
し
が
必
要
な
こ
と
を
裏
付
け
、

今
後
は
財

政

政
計
画
に
添
っ
た
効
率
的
な
運
営
が
必
要
で
あ
る
。

以
下
年
度
を
追
っ

て
主
な
も
の
を
拾

っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

日オ

昭
和
五
一

1
五
三
年
度
の
継
続
事
業
と
し
て
、

一
億
八
七
四
一
万
二

0
0
0円
を
投
資
し
て
四
国
カ
ル

ス
ト
大
川
嶺
牧
場
を
開
設
し

第 2章

た
。
ま
た
、
昭
和
四
九
年
度
か
ら
昭
和
五

一
年
度
に
わ
た
り
、
宇
摩
郡
別
子
山
村
か
ら
文
化
財

「
旧
山
中
家
住
宅
」
を
、

二
八

O
五
万

八
O
O
O円
を
投
じ
て
購
入
、
上
黒
岩
に
移
築
し
、
上
黒
岩
遺
跡
と
と
も
に

「文
化
の
里
」
を
創
設
す
る
。

23 



歳入

よぐ竺 49 50 51 

1 .村 手見 34，542 38，942 46，400 

2 .地方談与税 4，732 5，382 8，999 

3 . 交自動車付取得税金 6，870 7，359 7，740 

4.地方交付税 333，024 380，778 410，686 

5 . 交特通別安交全付対策金

6 .分担担金及び金負 6，278 15，122 13，503 

7 .使数用料及び料手 4，909 4，484 4，781 

8.国 庫支 出金 32，526 50，449 61，465 

9 .県支出金 140，781 187，043 188，954 

10.財 産収入 7，087 13，630 9，423 

11.寄 イ寸 1It 5，564 9，044 6，865 

12.繰 人 金 41，039 33，248 52，694 

13. k* 越 金 728 

14.諸 ~y. 入 11，079 28，122 31，813 

15.村 イ責 97，900 100，100 148，600 

歳入合計 726，331 873，703 992，651 

普通会計決算額年度別一覧表

52 53 54 55 

57，155 59，592 62，913 68，224 

9，221 9，759 13，839 14，423 

7，411 8，716 9，339 8，770 

479，955 572，886 648，442 730，398 

354 464 

25，292 24，273 41，170 35，102 

6，881 6，092 14，564 19，924 

61，142 73，713 164，831 81，245 

249，407 379，148 379，995 378，899 

7，196 13，692 12，256 20，211 

4，930 8，718 6，737 3，899 

63，128 34，821 78，530 57，358 

2，671 5，017 3，632 8，984 

39，350 36，260 16，714 17，729 

196，800 249，300 297，500 264，600 

1，210，539 1，482，341 1，750，926 1，709，766 

56 57 

84，677 85，237 

13，748 14，048 

8，523 8，299 

740，286 807，294 

44，587 43，372 

18，347 19，219 

58，522 81，238 

526，468 529，154 

42，313 24，294 

5，771 6，866 

192，879 101，105 

7，782 58，444 

21，522 18，890 

389，200 322，900 

2，154，625 2，120，360 

(単位千円)

58 

89，992 

11 ，609 

6，981 

841，115 

43，995 

21，494 

82，478 

485，773 

20，915 

3，520 

10，000 

35，949 

15，960 

278，300 

1，948，081 

寸-
N 



歳出

(単位千円)

童話

よご?49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

1 .議 ~ エ 費 14，536 18，266 21，239 21，733 26，624 26，877 32，881 31，598 33，209 35，231 
2. 恥φO仏L、 す告 費 178，337 153，671 191，348 212，582 179，898 292，554 261，519 490，123 351，756 224，355 

3.民 生 賀 59，753 77，673 81，473 93，239 85，272 93，460 95，296 98，922 108，966 71，999 

4 . 1荷 生 費 21，342 50，566 73，631 75，526 65，425 55，142 60，278 52，985 50，516 50，810 

5 .労 (動 費

6 .農林水産業費 189，276 279，468 282，196 406，422 612，151 587，010 653，023 890，943 920，921 828，777 

7 .間 工 費 8，370 2，553 1，772 898 3，425 1，850 2，469 1，881 4，797 2，541 

8.土 木 費 103，241 94，563 85，606 133，842 141，851 340，864 165，700 151，044 161，723 224，009 

9. ~肖 防 費 9，172 15，434 11，676 30，816 30，216 37，673 38，884 38，005 40，116 41，277 

10.教 育 費 76，013 95，742 106，721 96，843 161，689 107，245 158，905 125，541 122，445 123，151 

11. 災害復旧費 7，036 6，203 16，491 24，929 19，973 26，966 38，937 29，298 57，215 12，946 

12.公 1!ミ 費 26，272 34，711 49，407 70，671 86，263 107，172 142，684 181，145 225，127 270，113 

13.諸支 出 金 4，735 2，560 5，292 3，200 2，109 7，770 22，966 4，696 7，620 1，084 

1仁5- 698，083 831，410 926，852 1，170，701 1，414，896 1，684，583 1，673，542 2，096，181 2，084，411 1，886，293 

性質別決算額年度別一覧表

山
山歳

→町c:n; 
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{意円
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11 
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J

一
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性質別決算額

% 
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10 

58年度56 54 52 50 

歳出のなかで人件費の占める割合
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村-

昭
和
五
六

i
五
七
年
度
に
三
億
八
五
九
九
万
三

0
0
0円
を
投
じ
て
、

老
朽
庁
舎
の
改
築
を
行
っ
て
住
民
サ

ー
ビ

ス
の
向
上
に
努
め
る
。

一
方

特
別
会
計
に
お
い
て
は
、
医
療
確
保
の
一
環
と
し
て
、

昭
和
五

0
年
度

か
ら
直
営
歯
科
診
療
所
の
運
営
を
特
別
会
計
事
業
で
行
っ
て
い
た
が
、

開
業
医
を
招
へ
い
し
て
民
営
化
し
、
昭
和
五
三
年
診
療
開
始
と
同
時
に

直
営
方
式
を
廃
止
し
た
。
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
に

つ
い
て
は
、
昭

和
五
四
年
度
に
御
三
戸
地
区
簡
易
水
道
事
業
の
建
設
を
機
に
、
特
別
会

計
事
業
と
し
て
運
営
を
行
い
、
以
後
現
在
に
至

っ
て
い

る
。
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特
別
会
計
決
算
額
年
度
別
山

覧
表

(単
位
千
円
)
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政Rオ第 2章

(単位.-本数本〉

森林 の 所 在 | 展示林街IjI品 種 |本数 |展示内容|備 考

7小班 ヒ ノ キ 1，000 
スギ品種別成

前期に枝

9林班 t也スキ: 1，000 打を実施

8小班 スギ品種 宝 珠 山 1，000 
長比l佼及び施

済であり 、

系統別現地
メ アサ 1，035 肥効果試験 今計画期

美川村 ウラセパル 550 聞には適

大字仕出
適応試験 アヤス ギ 2，500 正本数を

字マルミヤ ヤブクグリ 2，500 保持 し間

伐を実施

面積2.4ha する必要

がある。

展示林の概要

第
二
節

ホす

有

林

昭
和
三

O
年
、
三
村
合
併
に
よ
り
持
ち
越
し
た
森
林
は
、
現
在
人
口
林
率
入
七

パ
ー
セ
ン
ト
と
高
い
が
、

若
齢
林
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
除
間
伐
、
枝
打
ち
な
ど

手
入
が
な
さ
れ
て
い

る
。
中
で
も
昭
和
三
五
年
に
、

ス
ギ
の
品
種
系
統
別
現
地
適

応
試
験
地
(
マ
ル
ミ
ヤ
村
有
林
二
・
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
と
し
て
植
栽
さ
れ
た

森

林

は
、
除
伐
、

間
伐
、
枝
打
な
ど
の
施
業
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

施

業

に

対

し
、
昭
和
五
七
年
に
、
公
有
林
野
四
国
地
区
連
絡
協
議
会
に
お
い
て
表
彰
を
受
け

た。
展
示
林
の
概
要

展
示
林
の
概
要
に
つ
い
て
は
上
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

村
有
林
の
異
動

昭
和
四
九
年
以
降
、
村
有
林
基
本
台
帳
の
大
幅
な
変
動
は
な

い
が
現
在
の
行
政
上
、
公
共
事
業
に
か
か
る
土
捨
場
用
地
や
、
三
中
学
校
統
合
に

伴
う
用
地
確
保
の
た
め
、

や
む
を
え
ず
村
有
林
の

一
部
を
伐
採
し
造
成
し
た
。

異
動
の
主
な
も
の
は
、

次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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試験地の山林 〈展示林〉

試験地見取図
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村
有
林
の
異
動
(
昭
和
五
九
年
末
現
在
調
〉
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